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く
ら
し
環
境
課
・
環
境
政
策
室　
☎（
56
）２
２
３
６

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
さ
れ
た
65
歳
以
上
の
方
に

町
営
バ
ス
の
乗
車
回
数
券
を
交
付
し
ま
す

　
町
内
で
の
移
動
支
援
を
目
的
に
、
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
さ
れ
た
65
歳
以

上
の
町
民
の
方
に
対
し
て
、
町
営
バ
ス
等
の
乗
車
回
数
券
を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
川
根
本
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
で
、
有
効
期
限
内
の
運

転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
方
。

【
交
付
内
容
】

　
町
営
バ
ス
回
数
券
（
１
万
１
千
円
分
）

　
※
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

【
申
請
の
手
順
】

　
①
島
田
警
察
署
で
、
運
転
免
許
証
の
返
納
手
続
き
を
す
る
。

　
②
手
続
き
終
了
後
、「
運
転
経
歴
証
明
書
」（
有
料
）
を
受
け
取
る
。

　
③
役
場
本
庁
（
く
ら
し
環
境
課
）
ま
た
は
総
合
支
所
（
支
所
管
理
室
）
で
、

　
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　
運
転
経
歴
証
明
書
の
写
し

【
注
意
事
項
】

　
回
数
券
の
交
付
は
１
人
１
回
限
り
で
す
。

　
期
限
切
れ
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
失
効
の
場
合
は
、
回
数
券
を
受
け
取
る
こ　

　
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
そ
の
他
】

　
す
で
に
自
主
返
納
さ
れ
た
方
も
、
運
転
経
歴
証
明
書
を
お
持
ち
で
あ
れ
ば
申

請
で
き
ま
す
。

運
転
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
方
は
、運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
!!

▶
せ
せ
ら
ぎ
号

◀
や
ま
せ
み
号

ここにも、一つの物語。
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75
歳・80
歳
の
方
の
歯
科
健
診
を
実
施
し
ま
す

税
務
住
民
課
・
戸
籍
住
民
室　
☎（
56
）２
２
２
２▲このような封筒にて受診券を送付しています

　
本
年
度
も
、
被
保
険
者
の
口
腔
機
能
低
下
の
予
防
を
図
り
、
肺
炎
等
の
疾
病
の
予
防
に
つ
な
げ

る
と
と
も
に
健
康
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
後
期
高
齢
者
歯
科
健
診
を
実
施
し

ま
す
。

【
対
象
者
】

　
平
成
29
年
４
月
１
日
時
点
で

①
75
歳
（
昭
和
16
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
17
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
の
方

②
80
歳
（
昭
和
11
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
12
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
の
方

　
対
象
の
方
に
受
診
券
を
郵
送
し
ま
し
た
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
受
診
券
が
届
い
他
場
合
で
も
、
病
院
に
６
カ
月
以
上
継
続
し
て
入
院
し
て
い
る
方
、
施
設
に
入

　
所
ま
た
は
入
居
し
て
い
る
方
は
、
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

【
実
施
期
間
】

　
平
成
29
年
６
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で

【
歯
科
健
診
内
容
】

　
（
１
）
問
診
：
歯
の
状
態
に
関
す
る
自
覚
症
状
の
有
無
な
ど
を

　
　
　

 

確
認
す
る

　
（
２
）
口
腔
内
健
診
：
口
腔
内
の
義
歯
の
状
態
、
歯
周
疾
患
の

　
　
　

 

有
無
、
衛
生
状
況
を
確
認
す
る

　
（
３
）
口
腔
機
能
評
価
：
噛
む
力
や
飲
み
込
む
力
を
確
認
す
る

【
受
診
の
手
順
】

　
（
１
）
こ
の
健
診
は
無
料
で
す
。

　
　
　

 

実
施
期
間
内
に
１
回
の
み
受
診
が
で
き
ま
す
。

　
（
２
）
歯
科
健
診
を
受
診
す
る
前
に
、
歯
科
医
院
へ
電
話
予
約

　
　
　

 

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
診
券
に
同
封
さ
れ
た
一
覧
表
に
て
、
受
診
で
き
る
歯
科
医

　
院
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
】
静
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
第
1
医
療
給
付
室
）

☎
０
５
４
（
２
７
０
）
５
５
３
０

「
夏
休
み
消
防
体
験
」参
加
者
募
集

君
も
１
日
消
防
士
！

日
時
：
８
月
８
日（
火
）午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分

場
所
：
島
田
消
防
庁
舎

対
象
：
島
田
市
お
よ
び
川
根
本
町
の
小
学
生

内
容
：
庁
舎
・
施
設
・
消
防
車
両
な
ど
の
見
学
、
防
火

　
　
　
衣
の
着
装
、
放
水
体
験
な
ど

７
月
１
日（
土
）か
ら
17
日（
月
）ま
で
に
、

電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

島
田
消
防
署
・
予
防
係　
☎（
37
）０
１
１
９

浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
て
い
る

皆
さ
ま
へ
の
お
願
い

　
浄
化
槽
は
、
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
を
き
れ
い
な
水

に
浄
化
し
て
、
地
域
の
快
適
な
生
活
環
境
を
守
る
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
法
で
は
、
保
守
点
検（
年
３
回
以
上
）、
清
掃

（
年
１
回
以
上
）、
法
定
検
査（
年
１
回
）が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
静
岡
県
の
法
定
検
査
受
検
率
は

全
国
的
に
も
低
い
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
の
身
近
な
水
環

境
を
守
る
た
め
に
向
上
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
必
ず
法
定
検
査
を
受
検
し
ま
し
ょ
う
。

▼
検
査
申
し
込
み
先
：

　
一
般
財
団
法
人
静
岡
県
生
活
科
学
検
査
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
４（
６
２
１
）５
８
６
３

▼
県
問
い
合
わ
せ
先
：

　
中
部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
環
境
課

☎
０
５
４（
６
４
４
）９
２
６
８

く
ら
し
環
境
課
・
生
活
環
境
室　
☎（
56
）２
２
３
６
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